
健障支第3838号
平成24年2月14日

指定障害福祉サービス事業所等の管理者　各位
就労移行等実態調査について（依頼）

　日ごろから、本市の障害福祉施策へのご理解、ご協力をいただきましてありがとうございます。

　標記について、障害者の就労支援等を一層促進していく上で、制度見直し及び次期報酬改定に向けた検討等の基礎資料目的として、厚生労働省より調査の依頼がありました。

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、調査へのご協力をお願いいたします。

　なお、調査票は２種類あり、調査対象により調査票が異なりますので、ご留意下さい。

　○調査票１の対象事業所・施設
　　
就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、身体障害者入所授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、知的障害者入所授産施設、知的障害者通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設
○調査票２の対象事業所・施設
　
　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者通所更生施設、精神障害者生活訓練施設
【注意事項】


※回答に当たっては、国の記載要領及び調査票の注釈・チェックシートを必ず参照・確認し、記載漏れ等の無いようにお願いします。
※事業・施設種別ごとに調査票の記入及び提出をお願いします。
　調査票様式及び記載要領につきましては、障害福祉情報サービスかながわにも掲載します。ご記入の上、平成24年2月21日（火）までに下記のメールアドレス宛に電子メールにて、ご提出いただきますようお願いいたします。

　なお、政令市・中核市に所在する事業所・施設等については、各市でとりまとめを行うため、期限を早めに設定させていただいておりますことご了承ください。
               【提出先】　　　　　                       
          　　　  横浜市健康福祉局障害福祉部障害支援課　事業支援係           
電話　045-671-3607　FAX:045-671-3566  　　　 
電子メール:kf-syoshisetsu@city.yokohama.jp

